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第５回桐生市庁舎建設基本計画検討有識者会議 意見に対する対応 

 

１ 第４回庁舎建設基本計画検討有識者会議における意見について  

資料１ 第４回庁舎建設基本計画検討有識者会議 意見のまとめ 

 

No 意見・会議での回答 対応 

１ 

質問：盛土を行った面のレベルと、市民文化会

館のレベルの差はどの程度になるか。車

の行き来できる道路はフラットになるの

か。 

回答（久米設計）：まだ測量を行っていないので

詳細については不明だが、庁舎と市文の

レベルはほぼ同程度となるが、桜並木が

あるところのレベルが少し下がっている

ので少し土を入れる必要がある。道路に

ついても高低差を解消する構想を持って

いる。 

久米設計の説明で対応

済み。 

詳細については基本計

画の条件を踏まえ、基本

設計時に検討する。 

２ 

質問：敷地内への車の進入はどこから可能か。 

回答（久米設計）：新川橋通りと中央中学校側か

ら進入可能。盛土といっているが、現在

の地形は、中学校側から切土になってい

るのでそこを埋めて本来の地形に近づけ

るようなイメージを持ってもらいたい。 

久米設計の説明で対応

済み。 

詳細については基本計

画の条件を踏まえ、基本

設計時に検討する。 

３ 

質問：桜並木はどのようになるのか。桜の時期に

は市民が集うので是非残してもらいたい。 

回答（久米設計）：残したいと考えているが桜は移

植に弱い。新設駐車場計画で車両動線を整

理することで、現在は車道になっている道

を遊歩道にすることも含めて検討予定で

ある。 

久米設計の説明で対応

済み。 

詳細については基本計

画の条件を踏まえ、基本

設計時に検討する。 

  

資料１ 



 

２ 

 

２ 桐生市庁舎建設基本計画（素案）について 

資料２ 桐生市庁舎建設基本計画（素案） 

基本計画 第６章 新庁舎等の規模 

 

No 意見・回答 対応状況 

１ 

〇全体を通しての意見 

質問：32％削減は当初から決まっていて、根拠が

後付けになっているように感じるが何もな

いよりはいいのかなと感じた。駐車台数に

ついても柔軟に対応出来るようにしてもら

いたい。 

基本方針で示された目

標であり、面積を縮減

しつつも機能的な庁舎

を目指していることを

理解されたい。 

駐車場については、今

後の利用減少時の想定

も踏まえて、基本設計

時に検討する。 

２ 

〇１．新庁舎等に配置する組織と分庁化する組織 

質問：P29 の図表８の上段の縮減面積と P33 の図

表 12 から求められる縮減面積が一致しな

い、P29 に 32％縮減を新庁舎単独で目指す

とあるならば P29 の表もそれに即した方が

良いのではないか。 

回答（事務局）：誤解を生むかもしれないので表現

については工夫を行う。 

Ｐ29.本文中「庁舎単

独で」の文言を削除。 

図表８のタイトルに

「庁舎を含む」を追

記。 

３ 

〇１．新庁舎等に配置する組織と分庁化する組織 

質問：教育委員会と水道局の分庁先は決まってい

るのか。 

回答（事務局）：現在協議中、教育委員会は総合

教育センターの設置と併せて検討中とのこ

と、水道局は近隣の公共施設を希望してい

る。 

事務局の回答で対応済

み。 



 

３ 

 

No 意見・回答 対応状況 

４ 

〇４．駐車場・駐輪場の規模 

質問：駐車場規模の算定根拠になっている論文が

50年以上前のものだが、当時の状況とは変

わってきていると思う。この論文を根拠に

してもいいのか。この数値ありきではなく、

今後の市役所機能の変移などを考えて決め

た方が良いのではないか。 

回答（久米設計）：確かに古い論文にはなるが、他

の根拠論文などがなく、これを根拠とする

しかない状況である。駐車場としては目標

として最大 270 台と考えている。今後の状

況によっては一部を緑化するなど柔軟な対

応が出来るようにも考えている。 

他市における駐車場規

模の検討においても多

く採用されている根拠

であり、目標値の270台

については現在の不足

状況から、必要規模で

あると考えている。 

ＩＣＴの推進など来庁

が不要となり、今後の

利用減少も見込まれる

が、それらを踏まえて

基本設計時に検討す

る。 

  



 

４ 

 

資料３ 基本計画 第４章 機能別整備方針 機能２ 議会機能 

参考  新本庁舎における議会機能の検討について（回答） 

No 意見・回答 対応状況 

１ 

質問：議会機能について、上層階に集約しとある

がフロアを占有するような考え方なの

か。 

回答（久米設計）：建設可能範囲が限られている

中で、建物形状によって変わってくるが、

フロア占有については難しいと考えてい

る。 

久米設計の説明で対応

済み。 

２ 

質問：参考資料の市議会からの回答の詳細につ

いては、基本設計の中での検討事項でい

いのか。 

回答（事務局）：そのとおりである。こちらも基

本設計時の参考として検討をお願いし

た。 

事務局の説明で対応済

み。 

３ 

質問：人口が減っていく中で、議員定数の減少は

絶対に必要なことだと思う。資料の中の

写真でもあるが、そこまでの装飾品を使

う必要はないのではないか。格式は大事

であるが、見た目ではなく中身で高めて

もらいたい。他市において、地震時に装飾

が落下した事故があったと聞いた。華美

な装飾にならず、格式高く機能的なもの

を必要最低限設置してもらいたい。ここ

ら辺は、基本計画の中に入っていても良

いのではないか。 

市議会からも、「機能性

や耐久性を重視したう

えで簡素化を図ること」

と要望されていること

を踏まえ、基本設計時に

検討として理解された

い。 

４ 

質問：議会からの回答の中で、天井について可能

な限りの高さを確保するとあるが、換気、

ランニングコストを考慮し、庁舎と一体

整備を行うとなった際に議場だけ過度に

天井高が高くなってしまわないよう設計

しなければならないのではないか。 

回答（久米設計）：高さについては、圧迫感など

を考慮し、過剰にならないよう必要最低

限の高さを考えている。 

 

意見及び基本計画の条

件を踏まえ、基本設計時

に検討。 



 

５ 

 

No 意見・回答 対応状況 

５ 

質問：市民文化会館の最上階の共用スペースで、

市民がご飯を食べていることがよくある

ので、市役所においてもそういったスペ

ースを確保するように計画にのせてもら

いたい。 

意見及び基本計画の条

件を踏まえ、基本設計時

に検討。 

６ 

質問：久米設計のほうで、基本設計を行う前に委

員に聞いておきたいことなどはないか。 

回答（久米設計）：基本設計で必要になってくる

のは与条件の部分であるが、その与条件

については基本計画の中で決めてもらっ

ているので今の段階で聞くことはない。

今後、実際に設計を進めていく中で確認

することはあるかもしれない。 

久米設計の説明で対応

済み。 

７ 

質問：答えられる範囲で構わないが、太陽光発

電、地中熱利用及び庁舎の向きなどはど

れくらい決まっているのか。また、売店や

食堂などは記載がないが決まっているの

か。 

回答（事務局）：売店や食堂についての細かい点

については、現在決まっていないので、こ

こではお答えできない。 

回答（久米設計）：環境設備については、費用対

効果の面や、庁舎として先進的に導入し

たほうが良いのかなどを考慮し導入につ

いては検討する。建物の向きについては

今後の検討事項であるが、構想として裏

のない庁舎になるように考えていきた

い。 

質問：桐生は環境先進都市なので、環境設備につ

いては是非導入をお願いしたい。 

回答（久米設計）：こちらとしても前向きに検討

していきたい。 

久米設計の説明で対応

済み。 

意見及び基本計画の条

件を踏まえ、基本設計時

に検討。 



 

６ 

 

No 意見・回答 対応状況 

８ 

質問（委員長）：次回が最後の有識者会議になる

ので、何か意見があればお願いします。 

質問：４月にも会議があるのではないか。 

回答（事務局）：今後のスケジュールとしては、

有識者会議は次回で最後になり、その後

内部の委員会を経てパブリックコメント

を行う予定。 

説明で対応済み。 

 

  



 

７ 

 

会議後の意見書による意見 

No 意見・会議での回答 対応状況 

１ 

〇事業の進行管理について 

意見１）タイトなスケジュールで進行している事業

なので、主要な事項に関して設計の手戻りが生じる

と致命傷となります。したがって、市の執行部は意

志確定を円滑に行い、また、決定事項が変更されて

「設計の手戻り」のないように、市議会や有識者会

議等を含む関係者は、事業の進行に皆が協力して関

わるべきと思います。 

意見のとおり設計の手

戻りが生じると、合併

特例債の活用に影響が

あることから、市議会

や関係者の協力を仰ぎ

たい。 

２ 

〇庁舎規模について 

意見２）基本計画（素案）の P.29 に“延床面積

32％縮減を新庁舎単独で目指す”とあり、“32％

縮減”が絶対的な目標値でない記述になっていま

す。この記述のとおり、市庁舎に求められる機能

が今後変動することが想定される現状において

は、基本計画の段階で延べ床面積を固定的に決め

ず、柔軟に対応とするのがよいと思います。ただ

し、基本計画で想定している施設規模から容易に

変動してしまうのは、施設規模という「設計の与

条件」のうちでも主要なものの一つが定まらない

ことにもなるため、慎重に対応すべきものとも思

います。 

基本方針で示された目

標であり、面積を縮減

しつつも機能的な庁舎

を目指していることを

理解されたい。 

非常に厳しい目標値で

あるが、達成に向けて

検討を進めたい。 

３ 

〇議場の多目的利用について 

意見３）議場の設計を、議場をフラット式にするこ

と、可動式の机・イスの設置方式とすること、議場

と傍聴席の床レベルを 1 層式にすること等、民主的

な議会を設計で具現化しているように感じます。し

たがって、議場については、議会等で利用する以外

は、市民に開放して多目的に活用するのがよいので

はないでしょうか。また、議場の内装デザインも、

格式よりも市民利用も想定した多目的室としての

“しつらえ”が適しているのではないでしょうか。 

公共施設のあり方等調

査特別委員会の委員か

ら「現時点では多目的

利用を前提としていな

い」との意見があり、今

後の運用で協議が必要

であるため、基本計画

には記載しないことと

したので理解された

い。 



 

８ 

 

No 意見・会議での回答 対応状況 

４ 

配付された「資料２」の「新営一般庁舎面積算定

基準による面積」（P.36）について、国土交通省

に確認したところ、窓口業務を想定していないた

め、市役所の計画に準用する場合は、窓口業務に

係る床面積を別途加算する必要があるのでは、と

のことです。 

たとえば、税務署窓口前の公衆溜まり＝事務室面

積の30％などを別途計上しているようです。 

他市の基本計画も参考

にし、求積の内容を精

査します。 

 


